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フランスにおける福祉財源政策

一CSG（1）の導入をめぐって

中 上 光 夫
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 結語

はじめに

 フランスの社会保障財政も厳しい状況が続いているので，資金調達のた

めに新たに目的税のようなものが作られたにしても，特に注目されるほど

のことではないと考えられるかもしれない。ところで，わが国では，社会

保障の分野でフランスといえば，ドイツと並ぶ「大陸型」の国ということ

になっていた。「イギリス・北欧型」の国々が租税を財源とした平等主義

的な制度を作ったのに対して，フランスなどは，労使の保険料を財源と

する所得比例的な制度を作っており，公費負担は少ないというように理解

されていた。（2）また，フランス社会保障には，「当事者の自治」の原則が

あり，この点からも当事者である労使の拠出する保険料に立脚し，公的な

資金には原則的には頼らないのだと理解されてきていた。そして，今で

も，フランスの社会保障制度は，保険料中心で公費負担が相対的に少な

いのである。その国で，社会保障に「税金」を使うようになったのであ

る。元々，「税金」が全然使われていなかったわけではないのだから，正
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確には，「税金」の使用をポジティヴに位置づけるようになったとEうべ

きだろう。実際，CSGは，従来のフランス社会保障制度のあり方に見直

しを迫る流れの中から出来てきた。それは，フランスの社会保障制度に根

本的な変化をもたらすものなのだろうか。フランスは，「大陸型」の国で

はなくなるのだろうか。本稿では，こうしたCSGを考察する。

1．CSG成立の背景

 人ロの高齢化や経済の低成長が続く中で，社会的給付の支給は増加して

も，その費用をまかなうための収入はなかなか増えず，フランスにおいて

も，「社会的保護（Protection Sociale）」（3）の財政は危機に瀕している。

こうした中で，社会保障のさまざまな面に対する再検討や見直しがすすん

でいるわけであるが，財源についても改革の必要性が高まっていた。

 フランスの社会的保護i制度の資金調達方法の改革については既に1950

年代から数十もの専門家の報告書が取り上げていた。だが，既存の資金

調達方法の欠点を指摘するのはたやすくても，みんなが同意できる解決策

はなかった。（4）

 増大する給付の財源確保のために，さまざまな方策が採られてきた。最

も手つとり早い方法は，保険料率の引き上げである。しかし，それにも自

ずと限界があった。そして，次のような点が議論された。

（1）フランスは，ヨーロッパ諸国の中でも，社会的保護の財源として保

険料の占める割合が他の国々と比べて非常に高く，また，保険料の中でも

事業主負担の保険料の割合が高いのである。（5）（表1参照）このことは，フ

ランス企業にとっての国際競争上の障害の源泉であり，フランス経済が停

滞している一因であるとして，しばしば非難されていた。企業の社会的負

担を軽減すれば，企業は労働コストを軽減し，明らかに競争や雇用に良い

影響を与えることができる。こうして，フランスも含めて，多くの国で，

失業が悪化し，社会的保護の支出が増大する中で，雇主保険料を据え置い
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たり，引き下げることが試みられた。（6）

（2）社会保険の保険料の賦課ベースとなる賃金には上限が置かれていた

が，これに対してはさまざまな点から批判が出された。上限が設定されて

いると，上限を超える賃金に対しては逆進的となる。保険料の徴収総額が

同一であるとすれば，上限があれば，ない場合より料率は高くなるから，

低資格の労働者のコストを重くし，彼らを雇うことに抑制的に作用する。

上限の廃止すなわち賦課ベースの拡大は料率の引き下げを可能にし，中

位のあるいは低い賃金の労働者の社会的負担を軽減し，上限を超えた報

酬の保険料額を引き上げる。これは低資格労働者の雇用に有利に作用しう

る。（7）フランスでは，上限が比較的低く設定されていたという点も無視し

得ないであろう。（8）

 上限の問題については，段階的に上限のない保険料部分の比重が高め

られていき，上限撤廃の方向に進んだ。この結果，雇用や社会的正義の

観点から見た上限廃止の利益は，もはや重要ではなくなったと考えられ

た。（9）（表2，3参照）

    表2 1945年7月1日から1966年1月1日までの社会保障
      一般制度の保険料：上限以下の保険料率

老齢一 疾病 家 族
A口 計

事業主 被用者 事業主

1945．07．1 10 6 12 28

1947．1α1 10 6 13 29

1948．03．1 10 6 14 30

1948．07．1 10 6 15 31

1948．10．1 10 6 16 32

1951．10．1 10 6 16．75 32．75

1959．01．1 12．5 6 14．25 32．75

ユ961．01．ユ 13．5 6 14．25 33．75

1962．01．1 14．25 6 13．5 33．75

1966．01．1 15 6 13．5 34．5

1945年から1966年まで，一般制度の保険料の全体が「上限以下」
で徴収されていた。

出所：D．Lamiot／P．一J． Lancy， Proteetion sociαle， Editions

   Nathan， 1989， p． 142．
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表3 1967年から1989年までの社会保障一般制度の保険料率

疾 病 老 齢 家 族
A口 計

事業主 被用者 事業主 被用者 事業主

1967．10．1 上限 9．5 2．5 5．5 3 11．5 32

総額 2 1 3

1970．08．1 上限 10．25 2．5 5．75 3 10．5 32

総額 2 1 3

1971．01．1 上限 10．45 2．5 5．75 3 10．5 32．2

総額 2 1 3

1974．01．1 上限 10．45 2．5 7．25 3 9 32．2

総額 2 1 3

1976．01．1 上限 10．45 2．5 7．5 3．25 9 32．7

総額 2．5 1．5 4

1976．10．1 上限 10．95 3 7．7 3．45 9 34．1

総額 2．5 1．5 4

1979．01．1 上限 8．95 1 8．2 4．7 9 31．85

総額 4．5 3．5 8

1979．08．1 上限 8．95 1 8．2 4．7 9 31．85

総額 4．5 4．5 9

1980．01．1 上限 8．95 8．2 4．7 9 30．85

総額 4．5 5．5 10

1981．01．1 上限 8．95 8．2 4．7 9 30．85

4．5 5．5 10

1981．11．1 上限 5．45 8．2 4．7 9 27．35

総額 8 5．5 13．5

1982．01．1 上限 5．45 8．2 4．7 9 27．35

総額 8 5．5 13．5

1984．01．1 上限 8．2 5．7 9 22．9

総額 12．6 5．5 18．1

1986，08．1 上限 8．2 6．4 9 23．6

総額 12．6 5．5 18．1

1987．07．1 上限 8．2 6．6 9 23．8

総額 12．6 5．9 18．5

1989．01．1 上限 8．2 7．6 4．5 20．3

総額 12．6 5．9 3．5 22

上限：賦課ベースは賃金の上限以下。  総額：賦課ベースは賃金総額。

出所：Lamiot／Lancy， Protection sociαle， op． cit．， p．144．
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（3）1970年代まで，事業主の負担する社会保険料の料率は，被用者負

担のそれを上回って上昇した。この問題は，それがフランス経済全体に及

ぼす影響を考える視点にとどまらず，社会保険料ないしは事業主負担の社

会保険料のあり方の検討から，社会保障あるいは社会的保護の財源はどう

あるべきか，という議論に発展していく。

 負担の重くなった雇主保険料は，しばしば，雇用税として非難された。

それは，機械化の進んだ資本集約的な企業よりも労働集約的な企業に重く

のしかかる。雇主保険料は，企業に労働者を機械に置き換えるよう促して

失業を促進するともいわれた。そこで，各企業の社会的負担をより公正に

するような財源や資金調達の方法が求められることになった。（10）

（4）社会保険料は，被保険者（被用者と自営業者）の職業上の収入から

徴収されるが，これは財源に歪みをもたらしていると考えられた。賃金を

賦課ベースとすることにより，労働集約的企業は資本集約的企業よりも多

くの負担を課せられる。また，こうした徴収方法は，被保険者の拠出能力

を正確には反映していない。

 職業上の収入に応じて算定される給付の財源となる保険料については，

賃金を賦課ベースとする方式で問題はない。しかし，家族給付や医療の財

源が問題である場合，給付は普遍的性格をもち，拠出額との対応はないの

だから，拠出能力をいっそう考慮した徴収方法に立脚するのがより公正で

より論理的であると考えられた。（11）

（5）フランスの社会的保護制度も，対象の一般化と目標の拡大に向けて

段階的に発展してきたわけであるが，被用者だけを対象とする当初のメカ

ニズムが非被用者や働いていない人々へと拡大するにつれて，専ら労働や

保険の方法に根ざした考え方は，基本的欲求を充足することという，社会

のその成員に対する義務をいっそう重視する考え方に移っていった。とこ

ろで，労使の拠出する保険料は，被保険者が直接受け取らない賃金の一部

なのであり，それを財源とする給付が，職業上の収入を得ていない社会範

疇の人々にまで拡大して支給されていることになると，こうした保険料徴
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収はもはや論理的ではないことになる。フランスでは，家族給付や医療給

付，および稼得期の所得や期間と無関係に老人に支給される年金（老齢

ミニマム）など，必ずしも保険料に対応しない給付が支給されている。住

民の全体に社会的最低限を保障しようとするのは，扶助や国民連帯の思想

に基づいている。この場合，支給される給付と受給者の職業上の収入との

間にはなんら関係がないのだから，財源として租税を利用するのが最もふ

さわしい資金調達方法となると考えられた。（12）

 社会保障の財源の全体または一部を「租税化（fiscalisation）」するとい

う考え方は，古くからある考え方なのであるが，制度がほとんど全住民に

一般化されたからには，論理的にも首肯できるものであると考えられた。

しかも，こうした方策はフランスの「強制徴収」（13）の構造をヨーロッパ

の他の国々のそれに近づけるという利点もあるのである。（14）

（6）労働による所得を賦課ベースとした社会保険料について，数多くの

議論がなされてきたわけであるが，政府は，政治的経済的影響を考慮し

て，慎重な姿勢を保っていた。こうした議論は2つの問題点に集約でき

る。

a）保険料制度をより公正で，雇用促進的なものにするには，どのよう

  に改めたらよいか。

b）社会的保護の支出の増大に対処するたあには，どのようなタイプの

  財源に頼ったらよいか。（15）

 こうした展開の下で，CSGが出てくる前に検討されていた社会的保護

の資金調達方法の改革案は，雇主保険料の賦課ベースを企業の付加価値全

体に拡大することや，雇主保険料の賦課ベースである賃金に基礎控除を創

設するというもの，それから，財源の租税化を求めるものであった。国民

連帯の思想に基づく給付の財源は国が負担すべきであるという考え方に基

づく「租税化」は，社会的保護制度の資金調達のかなりの合理化にもなる

し，ヨーロッパの他の国々の方式に近づく途でもあった。それは，また，
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どのようなタイプの税に依拠するのかという問題を提起する。具体的に

は，TVA（付加価値税）の引き上げ，法人税の引き上げ，減価償却税の

創設，資産課税の引き上げ，所得税の引き上げ，課税所得からの比例的徴

収の利用，いくつかの公共支出の削減などが検討されたのであるが，ここ

では，詳細には触れない。（16）

皿．CSGの概要

1．CSG導入の経緯

 CSGの考え方は新しいものではなく，既に1983年に，ドゥロール

（Jacques Delors）が一種のCSGといえるものを推進しようとしたことが

あった。その後も，この考え方は何度も繰り返して現れた。1987年には，

社会保障三部会を主宰した7人の賢人の報告（正7）が，すべての所得に課さ

れる租税的（fiscale）な拠出金（contribution）を設けることを求めた。

これは，所得上限なしで課され，当初は比例的であるが，最後には累進的

となるものと考えられ，家族給付の財源に充てられ，企業の賃金コストを

軽減するものとされた。これが，今回のCSGの原型となった。次いで，多

数を獲得できなかったが，経済社会審議会のショタール（Yvon Chotard）

の報告も同様の考え方に立った。

 今回のCSGの創設は，時の保健・連帯・社会的保護大臣であったエ

ヴァン（Claude Evin）によって，首相ロカール（Michel Rocard）の積

極的な支援の下に，計画された。そのために，これは「エヴァン・ロ

カール計画」とも呼ばれた。エヴァンは，この問題でデュペイルー（Jean-

Jacques Dupeyroux）に「社会的パートナー」と協議するよう依頼した。

CSG計画は，社会的保護の資金調達の改革の転換点の始まりと考えられ

たが，反対も少なくなかった。それでも，1990年10月3日に閣議で採択

され，12月29日に，1991年の財政法の一部として議会を通過した。それ

は1991年2月1日から実施された。（18）
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2．CSGの制度（19）

（1） CSGの適用対象者

 CSGは，税法上，フランスに住所のあるすべての者に課される。具体

的には，イ）フランスで職業活動を行っている者（主要な活動が外国で

行なわれている場合を除く）， ロ）フランスに家庭や経済的利益の中心を

有する者， ハ）フランスに主要な居住地を有する者， 二）外国で勤務

し，その国の税を課されないフランスの公務員， ホ）フランスに居住し，

外国で働く国境地帯の労働者，など。CSGの適用対象は非常に広い。

（2）CSGの料率

 CSGの料率は，1991年度は1．1％と決められた。政府は，毎年，社会

的保護に関する報告書を議会に提出し，社会的保護制度の収支状況を明ら

かにする。この報告書が審議され，CSGの料率が決定される。料率は，

政府ではなく，議会が決定する。社会保障の法定制度の保険料率がデクレ

（政令）によって決定されるのに対して，CSGの料率が毎年議会で可決さ

れなければならないのは，政府が，社会的保護制度の推移に議会がより密

接な関係を持つように望んだからであった。当初は，CSGの収入は全国

家族手当金庫に払い込まれ，家族給付に充てられることになっていた。

（3） CSGの賦課ベース

 CSGの賦課ベースは，法的には，次の三つに区分される。勤労所得と

代替所得，財産所得，資本所得（投資の収益）。CSGの賦課ベースは，社

会保障の保険料の賦課ベースよりも広いばかりでなく，所得税の課税ベー

スよりも広く，対象とならない所得はほとんどないと見られている。ま

た，CSGは，社会保険料と異なり，所得税の課税ベースから控除できな

いo
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 A．勤労所得

 勤労所得としてCSGの賦課ベースとなるのは，各種の給与，手当，

ボーナス，現物給与，労働者持ち株制度や利益分配制度（「利益配分」（20）

や「利益分配」（21）や「企業内貯蓄計画（plan d'epargne d'entreprise）」）

によって支給される金額芸術家や作家の所得，議員手当，憲法評議会や

経済社会審議会メンバーの報酬，事業主が支払う有給休暇手当や疾病・労

災の補足手当，および，自営業者の職業上の所得や，商業・工業・農業の

利益，非商業的利益などである。自営業者等の場合，家族手当の個人保険

料の賦課ベースと等しい。

 これらの所得の全体が，すなわち，上限設定なしに，社会保障保険料の

控除なしで，賦課ベースとなる。これらの所得の「総額」から，職業費用

として5％の一括控除がなされて，CSGが課される。いくつかの職業に

適用されている補足的控除は，CSGの場合は行われない。

 CSGを免除される勤労所得としては，召集兵の給与，徒弟の賃金，職

業訓練生に支払われる公的機関からの報酬，21．5フランを限度とした食

券に対する事業主の負担，パリ地区の事業主による交通費の一部払い戻

し，などがある。なお，最後の二つは，職業費用と考えられている。（22）

 B．代替所得

 社会保障の基礎機関，補足的機関，社会保障の範囲外の機関によって支

払われる年金，早期退職手当（年金），失業手当といった「代替所得」に

もCSGが課される。

 失業手当の場合，その総額に，求職費用を考慮して，5％の一括控除が

適用されるが，早期退職手当には，この控除はない。失業者や早期退職手

当受給者が，所得税非課税者である場合，CSGは全面的に免除される。

また，CSGを徴収することによって，失業手当や早期退職手当のネット

の額（仕事の部分的停止である場合は，仕事の報酬も含めた額）がSMIC

（最低賃金）の額（1991年7月1日時点では，時給32．66フラン，月給総
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額5519．54フラン）を下回る場合は，SMICの額まではCSGは免除され

る。

 退職年金や障害年金の大部分もCSGが課される。所得税課税において

年金と見なされる退職年金，すなわち，事業主が全面的にまたは部分的に

拠出した退職年金や，税額控除された保険料によって拠出された自営業者

の退職年金などには，CSGが課される。障害年金の場合も同様の原則に

従う。これらの年金は，疾病保険料控除前の総額が賦課ベースとされ，子

供のための付加給付（majorations et bonifications）もこの総額に加算

される。退職年金も障害年金も5％の一括控除は適用されない。退職年金

受給者が，所得税非課税者である場合，失業手当等の場合と同様に，CSG

は免除される。

 収入要件の下で社会保障の基礎制度から，また預金供託金庫の特別基金

から支給される無拠出制の老齢年金や障害年金（国民連帯基金（FNS）の補

足手当も支給される障害年金），高齢賃金労働者手当と終身救済金，主婦

手当，高齢非賃金労働者手当，特別手当とその付加金，FNSの補足手当，

農業高齢手当，高齢帰還者終身手当の受給権者一所得が一定額以下の貧

しい老人や障害者と考えられよう一もCSGが免除される。その収入要

件は，FNSの補足手当の支給の際の要件と同じである。（23）

 次の社会的所得もCSGの賦課を免除されることになっていた。

家族給付（家族手当，住宅手当など），成人障害者手当，社会保障が支払

う疾病・労災の傷病手当金や出産手当金，自宅保育手当，有資格保母を

雇った家庭に対する援助，農業者の相互扶助の枠内の給付，国や地方自治

体が支払う救済的性格の金銭（RMIや奨学金など），臨時孤児年金（死亡

した親が権i利を持っていた家族給付の金額に対応する部分まで。場合に

よっては，成人障害者手当の金額まで），軍人障害年金，戦争犠牲者の年

金，軍人年金，レジョン・ドヌール勲章や戦功章に伴う俸給，扶養義務の

範囲内で支払われる生活扶助料，別居や離婚の際に裁判所の決定に従って

支払われる生活扶助料，など。
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 また，「無償の終身年金」（拠出を伴わずに，私的に支払われる年金）の

受給者はCSGを支払わなければならないが，労災や職業病の被災者に支

払われる終身年金や，全面的永久的労働不能となった人に対して損害賠償

として支払われる終身年金の場合は免除される。（24）

 C．財産所得

 税法上フランスに居住している個人は，財産所得に関してCSGを課さ

れる。ただし，所得税納税額（cotisation d'imp6t sur les revenus）が取

立限度額（1990年は420フラン，1991年は440フラン，1992年は460フ

ラン）に達しない場合は課されない。1990年には，「課税純額」の1．1％

のCSGが，所得税と同時に徴収された。財産所得としてCSGを賦課され

る所得は，次の通りである。

 1）不動産所得：家屋の建った土地や更地からの所得。経費を控除し

   た後，総額がCSGの賦課ベースとなる。

 2）「有償の終身年金（rentes viageres constituees a titre onereux）」，

   （保険会社などからの個人年金の収入）：年金の受給開始日におけ

   る受給者の年齢に応じて，この所得の30％から70％の部分が所得

   とされ，CSGの賦課ベースとなる。

 3）「動産資本」からの所得，すなわち，有価証券からの収益：「一括

   全額徴収（prelevement liberatoire forfaitaire）」（25）の対象とされ

   ない（税が源泉徴収されていないで，総合課税の対象となる）株式

   配当や会社出資金からの収益，定額収入の投資収益などで，「配当

   税額控除」（26）や税額控除（credit d'impot）をする前の，税法で定

   められた費用などを控除した金額がCSGの賦課ベースとなる。庶

   民貯金通帳，長期貯蓄口座，住宅貯蓄の収益などには，CSGは課

   されない。株式配当などには課されるが，庶民の貯金の利子のよう

   なものには課されないということであろう。

 4）値上がり益：動産や不動産等の売買により得られる値上がり益，
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 比例税率の所得税（1'impOt sur le revenu a un taux proportionnel）

 の対象となるキャピタル・ゲインや商品の先物市場で得られた利益

 などであり，これらもCSGの賦課ベースとなる。

5）家具付き住宅の非職業的な賃貸による所得：非職業的な賃貸人

 （その家賃の総収入が1990年には2万6千フランを超えない者）が

 受け取った所得にも，その50％（最低2千フラン）の控除後の

 「課税純所得」に対して，CSGが課される。

6）非商業所得：名称が不適当であるなどの理由で，職業的所得とし

 てのCSGが課されない所得。（27）

 D．資本所得

  「全額徴収」が行われる（分離課税扱いで，税の源泉徴収がなされる）

投資の収益で，税法上フランスに居住する個人および匿名で住所の確認が

できない者が受け取ったものにもCSGが課される。債券（obligations），

短期国債（bons du Tresor）などの収益が関係する。これらの収益は，

選択により「全額徴収」となったり，職権により「全額徴収」とされる。

1％の「例外的な」社会的徴収と1％の恒久的な社会福祉拠出金（contri-

bution sociale）も課される。「全額徴収」でない場合は，「動産資本」か

らの所得として扱われる。税法上フランス国外に居住する人に支払われた

収益については，CSGは免除される。（28）

（4） CSGの徴収方法

 CSGの賦課ベースとなる所得の性質に応じて，その徴収方法は異なり，

源泉徴収されたり，所得税と同時に納められたりするが，基本は源泉徴収

である。源泉徴収されたCSGは，次に，大部分の場合，徴収機関である

URSSAF （Union de recouvrement des caisses de securite sociale et

d'allocations familiales．社会保障と家族手当の諸金庫の徴収連合）に集

められる。
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 A．給与所得：社会保障の保険料の徴収と同様に，事業主は従業員の

給与から，支給の度に，直接，CSGを源泉徴収しなければならない。 CSG

の徴収は，その賦課ベースと料率とともに，給与明細書に記載されなけれ

ばならない。

 有給休暇金庫（港湾，建築，興行，運輸の労働者のような雇主をしばし

ば変える職業の労働者のために設けられている（29））によって支給される

有給休暇手当から徴収されるCSGは，有給休暇金庫が源泉徴収する。

 事業主は，「利益分配」を従業員に支払う時，たとえそれが社内貯金に

充てられるにしても，CSGを天引きする。「利益配分」や企業内貯蓄計画

の場合も，事業主による天引きが推奨されていた。利益配分から徴収され

たCSGの金額は，給与明細書ではなく，個人カードに記載される。（30）

 事業主などが集めたCSGは，保険料の場合と同じように， URSSA：Fに

よって回収される。農業被用者の場合には，MAS（農業社会共済組合）

の金庫によって回収される。国外の企業に勤務しCSGが課される（税法

上フランスに住所がある）労働者やフランスに外国企業から派遣されてい

る者は，自分自身で居住地のURSSAFにCSGを支払う。

 B．収益：非農業の自営業者の職業上の所得については，家族手当の

保険料の場合のように，社会機関（organismes sociaux）宛てに申告をす

ると，URSSA：FによってCSGが計算され，四半期毎に徴収される。農業

者の場合，CSGが賦課されるのは，個人社会保険料が加えられた社会保

険料の新ベースに対してである。CSGの賦課ベースとなる農業所得の定

義は，税法上の農業収益の定義より広い。農業社会共済組合の諸金庫が，

このCSGを徴収する。（31）

 C．代替所得：退職年金や障害年金の場合，CSGは，支給機関によっ

て給付の支給のときに源泉徴収される。次いで，一般制度によって支給さ

れる年金や基礎制度・補足制度によって支給される非被用者の年金の場合

は，徴収されたCSGは， ACOSS（Agence centrale des organisrnes de

Securite sociale，社会保障機関中央局）に振り替えられる。それ以外の，
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国や特別制度によって支払われる年金などの場合は，URSSAFに振り替

えられる。農業社会共済組合の諸金庫は，農業労働者や農業耕作者の年金

から源泉徴収されたCSGを集める。

 失業手当や早期退職手当の場合は，ASSEDICなどの支給機関が，場合

によっては事業主が，CSGを手当支給時に源泉徴収し， URSSAFに払い

込む。事業主が支給する手当である場合は，CSGは，社会保障の保険料と

同様の条件で，徴収機関に払い込まれる。（32）

 D．財産所得：財産所得に基づくCSGは，所得全体の申告を審査した

上で決定され，納税者名簿によって徴収される。このCSGは所得税と同

じ条件で（税務当局によって）管理される。財政法によれば，このCSG

の金額が80フラン未満である場合には，徴収されない。動産や不動産の

値上がり益に賦課される場合，所得税とは異なり，CSGは分割納付はで

きない。CSGは，徴収後30日以内に納付されなければ，延滞納付として

10％の割増を課される。（33）

 E．「全額徴収」：資本所得に基づくCSGも，税のメカニズムに従っ

て決定され，徴収される。CSGは，投資の収益から「全額徴収」が行わ

れるときに，収益を支払う会社によって「全額徴収」と同時に源泉徴収さ

れる。会社は，翌月に，徴収した額を「税収入」に振り替える。（34）

（5） CSG導入時の平衡的措置

 CSGの制定に伴い，社会的保護制度の収入総額の増減をゼロにするよ

うに，種々の財政的埋め合わせの政策が実施された。増減をゼロにするた

めのメカニズムはかなり複雑である。差し当たり，収入に変動がないの

は，CSG導入は社会的保護の収入を増やすことが当面の目的なのではな

く，労働所得だけを賦課ベースとする保険料よりもより公正で経済的と考

えられる新しい徴収の制度に向けて従来の制度を改革することが目的だと

いうことを示すためであった。
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a）1987年に老齢保険のために設定された，個人の課税所得総額から0．4

 ％を徴収するという制度が廃止された。

b）被用者負担の保険料：被用者にとっての基本的な変更は，老齢保険

 の保険料率の引き下げと老齢保険の保険料からの一律控除である。

 1）老齢保険料：1991年2月1日から被用者の老齢保険料（上限付

  き）は1．05ポイント引き下げられ，民間部門の被用者の場合，保

  険料は7．6％から6．55％になった。軽減料率が適用される他の被用

  者の例として，芸術家は4．59％，ジャーナリストは5．24％，医療

  従事者は4．59％であった。公務員は8．9％から7．85％になった。

 2）一律控除：一律控除の利益を受けられるのは，一般制度の老齢保

  険の保険料を支払わなければならない強制被保険者であり，彼らの

  賃金が実際にこの保険料の賦課ベースとなっている場合である。

  従って，老齢保険に任意資格で拠出する被保険者，老齢保険の保険

  料を賃金から支払っていない被保険者，保険料を一括制に基づいて

  拠出している被保険者はこの利益を受けられない。軽減された保険

  料率（1．05％が軽減された料率）で保険料が計算される人は一律控

  除の利益を受けられる。

  一 全額控除：保険料からの控除額は，仕事がフルタイムである

  時，42フランである。次の場合は，フルタイムの仕事と見なされ

  る。イ）その仕事の月間労働時間が月間法定労働時間（一般の場

  合，169時間）に適合している，ロ）その仕事の労働時間が，たと

  え法定労働時間より少ないにしても，企業内の協約労働時間に適合

  している。

   協約労働時間が法定労働時間より多い場合には，控除額の計算は

  169時間を基礎にして行われる。一律控除はいかなる場合において

  も（時間外労働があっても）42フランを超えない。有給休暇期間

  は労働期間と同一視される。

  一 一部控除：仕事の時間が169時間より少ない時（パートタイ
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  ム労働や月の途中で始まったり中断した仕事の場合），控除額は減

  額される。その場合，労働1時間につき，42（F）／169（時間）フラン

  が控除額（端数は切り捨て）となる。当該月において同一の事業

  主の下での労働時間が8時間以下である被用者には，控除は行わ

  れない。

c）事業主負担の保険料：事業主に対して，家族手当の保険料を引き下

 げると同時に，上限なしの老齢保険料を設定した。

 1）事業主負担の家族手当保険料は1．6ポイント引き下げられ，一般制

  度の場合，1991年2月1日以後7％から5．4％となった。芸術家の

  場合，新しい家族手当保険料率は3．78％である。自営業者の場合，

  現行の上限付き部分が引き下げられ，社会保障の上限の限度内で

  0．5％の保険料，職業所得の全体に対して4．9％の保険料，合計5．4

  ％となった。

 2）家族手当保険料の引き下げと同時に，事業主が負担する1．6％の上

  限なしの老齢保険料が，上限付きの保険料に追加して，新たに設定

  された。芸術家の場合，この上限なしの老齢保険料率は1．12％と

  定められた。結局，事業主の負担は，従業員の賃金が上限賃金以下

  の場合には，全く変化がないことになる。（35）

皿．CSGの評価

1．CSGの法的性格

 CSGは，家族給付や社会的給付の財源となるという点では，社会保険

料に類似している。CSGは，また，その賦課ベース，料率，徴収方法に

関する規則が議会によって承認されなければならないという点で，フラン

スの憲法において租税のカテゴリーに入るものと憲法評議会によって判断

された。CSGは目的税と考えれば良いということになり得るが，租税と

見なした場合，CSGが払い込まれるURSSAFと「農業社会共済組合の金
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庫」，また，家族手当金庫は，公的機関の性格をもっているが，私法上の

法人であって国の機関ではないという点が問題になる。国の機関ではない

ところが租税を徴収し管理するのはおかしいということは，国会での審議

中に野党から批判された点でもあった。政府も，CSGを明確に税として

は位置付けなかったのである。従って，CSGは，租税としての性格を強

くもちながらも，租税であるのか社会保険料であるのかを曖昧にしたまま

の，二面性をもった徴収であると言われる。これは，CSGが保険料に代

替するという事実を示すことによって，納税者がCSGを容易に正当化し，

心理的に，目的税化された新税を受け入れやすくなるようにと考えられ

たからであった。（36）

2．CSGの経済的効果

 CSG導入とそれに伴う平衡化の措置の再分配効果の測定は，老齢保険

料の軽減が課税所得を引き上げるということを考慮しなければならないな

ど，かなり複雑であった。このため，何種類かの予想が出されていたが，

最も正確な予想といわれたものによれば，10％の最も貧しい世帯の人々

は，何も変わらない。85％の世帯にとって，一人当たり可処分所得が年に

50-150フラン増える。5％の最も豊かな世帯だけが一人当たり可処分所

得が減る。すなわち，一人当たり「年純所得」（社会保険料を控除後の，

直接税と社会的給付を算定前の金額）が145，450フランめ場合，300フラ

ンすなわち所得が0．2％減少する。平均年純所得が306，300フランである，

世帯全体の1％の最高所得階層の場合，1，750フランすなわち所得が0．6

％減少する。要するに，CSGは，少なくとも当面は，低所得平には影響

を与えず，一般勤労世帯には僅かながらも利益をもたらし，高所得層にも

僅かの負担増を求めるだけであるとされたのである。（37）

 また，CSGは，その賦課によって一定額以下の低所得者が現れること

を防ぎながらも，退職年金を受給する高齢者や失業手当を受給する失業者

に対しても課されることになっている。そのため，1990年11月の『ル・
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モンド』紙（38）の予想では，「代替所得」受給者のうち，退職年金受給者

の55％，及び失業手当受給者の10％弱は損をすると見られた。これらの

退職年金受給者は所得の0．8％を失うと予想された。「経済的な弱者」と

考えられていた退職者に新たな負担を課することはタブーであったが，そ

れへの挑戦がなされた背景には，30年来，退職者の生活水準は，全体と

して，著しく改善され，退職年金額も，平均して，働いている者たちの職

業所得と比肩し得るレベルに達したばかりでなく，彼らのある者たちは，

就業者よりも多くの財産を所有しているという判断があったからであっ

た。

3．公正な財源制度の設立

 a）事業主が負担する保険料が家族給付の財源として正当だと思われて

いるのは，歴史的な経過に由来している。最初の家族給付は19世紀末に，

若干の雇主が自発的に家族持ちの労働者に支給した賃金の補足（つまり，

給料の追加sursalaire）の形態で現れたのである。その後，この給付が拡

大し，雇主は彼らの負担を均等化するために平衡金庫を設立した。次い

で，1932年3月11日の法律は，雇主の拠出を強制とすることによって，

家族給付の支給対象を被雇用者全体に拡大した。しかし，その後，家族給

付を被雇用者の労働に結び付ける考え方から国民連帯思想に結び付ける考

え方に，家族給付の考え方が変化していく。1939年に，家族法典が，家

族給付受給のための条件を，被雇用者としての労働から職業的な労働に広

げて行き，家族給付制度を自営業者にまで拡大した。1973年には，家族

手当の支給は，世帯主の職業活動の場所の家族手当金庫によってではな

く，家族の居住地の家族手当金庫によって支給されるという規定が実施さ

れ，家族給付と職業的労働とのつながりを断ち切るきっかけを作った。こ

うして，1978年1月1日以後，家族給付と職業的労働とのつながりは全

面的に断絶することになる。これ以後，家族給付はフランスに居住するす

べての家族  フランス人であれ外国人であれ  が受給できるようにな



一110一 フランスにおける福祉財源政策

る。家族給付は，このように一般化した結果，賃金や職業上の所得の補足

（追加）としてではなく，家族政策や児童政策のための国民連帯の手段と

して理解されるようになる。そして，家族手当の考え方のこのような変化

は，論理的にも，資金調達方法の変更を迫ることになるのである。家族手

当の受給権と職業的労働とのつながりが消滅したからには，賃金や職業上

の所得だけに基づく保険料を廃止し，被雇用者であろうとなかろうと，彼

らの拠出能力は考慮しつつも，その所得の全体を対象にする租税的性質の

財源で置き換えること，すなわち，「租税化」が必要だと考えられるよう

になるのである。こうした観点から見ると，CSGは，家族給付の財源の

部分的な租税化を表しているのである。それは，国民連帯の制度に適合的

な資金調達制度が導入されたという点で，より論理的ではあるが，しか

し，不十分なものでしかないと考えられた。多くの西欧先進国  特にド

イツ，デンマーク，アイルランド，イギリス，オランダーでは，家族給

付は全面的に国家によって負担され，税金によって賄われている。フラン

スでも，家族給付の一層の租税化が進むことは確実であって，CSGはそ

の第一歩となると考えられた。（39）

 b）上限付き賃金から徴収される被用者の保険料は二重の意味で逆進的

なのである。第一に，上限を越えた賃金部分は，保険料負担率を相対的に

減少させていくということである。もう一つは，社会保険料は課税所得か

ら除控されるので，保険料は所得税の累進性を免れた部分となり，社会保

険料が控除されない場合と比べると，控除される場合には負担率が低くな

るということである。こうした社会保険料は，所得が高ければ高いほどよ

り多くの「減税」がなされた形になるというのである。賦課上限を持たな

いCSGの導入に伴って，老齢保険の被用者が負担をする上限付き保険料

が1．05％引き下げられたが，これは，部分的ではあれ，逆進的性質をも

つ徴収（老齢保険料）が縮小され，相対的に逆進的でない上限なしの徴収

（CSG）に置き換えられたことを意味するわけで，より社会正義に適う方

向への改善だと考えられるわけである。しかも，CSGは，社会保険料と
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は異なり，課税所得から控除されないので，所得税の累進度を引き下げな

い。ということは，CSGの導入が国の所得税収入を減らさないというこ

とでもあった。（40）

4． 新形態の所得課税

 a） フランスの所得税

 フランスの強制徴収の制度は，所得税の占める割合の少なさと社会保険

料と間接税の比率の高さ，とりわけ社会保険料の多さによって特徴付けら

れている。他の西欧先進国との比較からは，フランスの所得税は税収を引

き上げる十分なゆとりがあると考えられる。EEC諸国との税や社会福祉

の制度の統合化の観点からも，フランスは所得の直接税を重くし，間接税

や社会保険料を軽くする方向に向かわなければならないのである。ところ

が，フランスの所得税は，さまざまな問題を抱えている。それは，非常に

累進的で高税率であるにもかかわらず，税収入は少ない。課税最低限の基

準額が高く，控除や軽減されるケースが多く多様であるために，課税ベー

スが狭く，非常に複雑であり，不人気なのである。1990年の租税審議会

の大統領宛報告によれば，税法上の世帯の48％が所得税を免除されてお

り，所得階層の上位5％の世帯が，家計所得全体の21％の所得を占め，

所得税の52％を支払っている。高所得者へ過度に集中しているわけであ

る。こうした状況のために，現状では，個人の所得税を引き上げることは

とりわけ困難であると考えられていたのである。そこで，所得税に頼らず

に，所得課税を引き上げることが考えられた。CSGの創設には，所得税

を迂回し，所得税とは異なる，比例的で，広く源泉徴収され，目的税化さ

れた税を設けて，新しい形態の所得課税を目指すという意味も込められて

いたのであった。（41）

 b）源泉徴収

 フランスは所得税が源泉徴収されない少数の先進国の一つである。源泉

徴収制は徴税を容易にし，脱税の危険を減らすし，税が分割支払いされる
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ので，税が見えにくくなり，苦痛感が少なくなり，納税者が受け入れやす

いという利点がある。だが，フランスで所得税の源泉徴収を実施しようと

すると，所得税制の複雑さ，すなわち，税率や控除額や課税最低基準額の

多様性といった問題にぶつかる。当面は，所得税には手をっけられないの

である。だが，将来，所得税への依存を高めるためには，その課税ベース

を拡大し，単純化し，源泉徴収制を実施することは不可欠と考えられて

いる。CSGは，将来において，源泉徴収制を所得税にまで拡張する際の

テストケースとしての意味もあるのだと言われた。（42）

5．CSGの将来

 人口高齢化や増加する医療費の抑制が困難であるということを前にし

て，フランス政府は，今後も長期にわたり，赤字を回避するための非常に

困難な努力を続けていかなければならないが，CSGは，長期にわたり，

社会的保護の年々の資金需要に応える手段として利用されることになると

考えられていた。

 それは，今後，家族給付の全面的な租税化が考えられているからであ

る。疾病保険の現物給付も，職業的な所得とは関係がなく，むしろ国民

連帯に属すると考えられており，この面でも今後，租税化が見られるかも

しれないとも言われる。老齢部門は大きな財政問題となっているが，老齢

保険の一台制度の支出の25％から30％ほどは拠出の論理よりも国民連帯

の論理に依拠している給付であることから，また，この部門の財政需要の

大きな原因が人口問題であることから，国民連帯に基づく資金調達方法

としてのCSGを老齢給付の財源として利用することは， CSGの創設時

から考えられていた。そして，これは1994年1月1日の「老齢連帯基金

（Fonds de solidarite vieillesse）」の創設により現実のものとなった。（43）

CSGは，これらの財源として利用されるために，保険料の代償的な引き

下げなしに，引き上げられると考えられていたが，実際に，1993年修正

財政法により，1993年7月1日からCSGの料率は2．4％に引き上げられ
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た。（44）

 また，CSGの広い賦課ベース，低料率，源泉徴収制，単純性といった

利点が，所得課税全体の再整備の基礎となり，所得税改革につながってい

く可能性もあると考えられた。CSG自体も累進制に変わったり，目的化

されない税に変わり，国の一般予算の収入全体の一部になってしまう可能

性もあると言われた。（45）

結語

 「租税化」は近年のフランスの福祉財源政策における一つの合い言葉で

あって，こうした流れの中からCSGが出てきた。この制度は，その対象

者に関しても所得や資産に関しても課「税」ベースを広くとり，「税」率

を単一で低くするとともに源泉徴収を原則とし，低所得者には事実上の控

除を置くと同時に課「税」上限を設けず，目的税の欠点とされる財源の硬

直化を毎年の議会による「税」率の決定によって回避しようとするなど，

福祉財源としての社会保険料や租税の長所を生かし，問題点をできるだけ

克服するという形で制定されたと言えるだろう。福祉目的税の一つのあり

方を示しているわけで，財政政策を考える上で多くの注目すべき点を見つ

けだすことができるであろう。

 CSGそれ自体は，フランス社会に特有な経済的社会的事情から生まれ

たわけであるが，CSGを念頭において日本のことを考えてみると，状況

の大きな差に改めて驚かされる。たしかに，わが国でも，福祉財源はどう

あるべきか，社会保険料や租税はどのような長所・短所があるのかといっ

た研究はなされているのだが（46），現在の財源制度の基本を問題にするこ

とは考えられておらず，それゆえ，社会保険料をとり上げ，その改革につ

いて議論するというようなことは殆どないのだろう。これに対して，CSG

を作りだしたフランスの議論は，財源制度の基本的なあり方を問題にして

いたのであった。この違いは「社会保障の危機」の程度の違いでもあるの
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だろう。また，日本では，「連帯の制度」の財源は租税であるべきだとい

うような考え方も，「連帯の制度」を公的扶助制度と同一視するのでなけ

れば，理解しにくいのではないかと思われる。それは，日本では，「連帯

の制度」はあまり発達しておらず，貧弱だからであるだろう。このことも

日仏の差異の大きな原因と思われる。

 フランスにおけるCSGの導入は，社会保障制度の中に混在する「保険

性」と「社会性」という二つの側面を，一つの明解な論理でもって区分し

ようとする流れの一環としても捉えることができるだろう。これは，一面

では，保険原理に立脚する領域を確定し，その領域を「守る」ことを意味

するだろう。「租税化」は，保険原理を侵すのではなく，両者の棲み分け

の問題なのである。近い将来において，福祉財源の中で「税」の割合は増

えているのだろうが，社会保険料が中心となっているという構造が変化し

てしまうとは思われない。

 CSGは，さしあたり定着したように見えるが，今後どのような展開を

とげることになるのだろうか。ジュペ・プランによる社会保障改革が進行

していく中で，福祉財源政策においてCSGがどのように位置づけられる

のか。その成り行きによっては，フランスの社会保障ゐ姿をかなり変える

ことにもなり得るのであろうが，それは今後の研究課題である。

注

（1）CSGはContribution sociale generalisee．の略称である。この語の意

 味は，「賦課ベースを広く一般化（普遍化）した社会福祉のための税的性格の

 拠出金」といったものであろう。しかし，適当な訳語が見あたらないので，フ

 ランスで一般に使われているように，《CSG》としておく。上村政彦氏はこの

 語に「総合福祉拠出金」という訳語を当てている。『保険と年金の動向』厚生

 統計協会，および『社会保障年鑑』東洋経済，の近年の版参照。

（2）例えば，小山路男・聴唖畔編『社会保障論（新版）』有斐閣，昭和55年，

 の第23講参照。もちろん，こうした類型化は，意義もあるが，無理も多い。

（3）「社会的保護」は，老齢一生存，健康，家族一出産，雇用といった広い範
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（6）乃‘（i．，pp．69，144， EUZEBY， op． cit。，p．869．
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 なくなった。老齢保険への適用は，幹部の補足的退職年金制度では，上限を超

 える賃金部分（上限の額の8倍まで）についてポイントの計算が行われるので，

 フランスの現行の年金制度の改造が必要となる。CHATAGNER， op． cit．，

 p． 146．

（10） EUZEBY， op． cit．，p． 867．

（11） lbid．， p．868．

（12） lbid．

（13）「強制徴収（prelevements obligatoires）」とは，簡単に言ってしまえば，
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